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第１章 工場立地法とは 

 

１．工場立地法の目的 

工場立地法（昭和３４年法律第２４号）は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われる

ことを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、

緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。 

 

２．工場立地法の対象となる工場 

次の２つの要件を満たす工場（「特定工場」という）が対象となります。 

①業種の要件 

製造業（物品の加工業も含む）、電気供給業（水力、地熱、太陽光発電所を除く）、ガス供給業、熱供給業 

 

②規模の要件 

敷地面積９，０００㎡以上 または 建築物の建築面積の合計３，０００㎡以上 

 

３．届出 

工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の９０日前までに所定の書類を届け出

なければなりません。届出内容が適当であると認められる場合は、１０日前に短縮することができます。 

（書類の不備等により審査に１０日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。） 

 

４．準則（規制内容） 

生産施設面積 敷地面積の３０～６５％以内 

緑地面積 敷地面積の２０％以上 

環境施設面積 敷地面積の２５％以上 

※環境施設は、敷地の周辺部に１５％以上配置しなければなりません。 

※緑地面積は、環境施設面積の内数となります。 

※既存工場（昭和４９年６月２８日以前に設置されていた工場）には特例措置があります。 

  



4 

 

第２章 工場立地法届出の作成について 

 

１．届出が必要な場合 

  

２．届出書類 

（１）工場の新設・変更の届出書類 

 

※１：生産施設面積率が異なる２つ以上の業種がある場合のみ作成。 

※２：新設（変更）届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、６に代えて７を提出。 

※３：特例団地に立地している工場のみ作成→太宰府市には特例団地はありません。（平成 31年 1月現在） 

※４：隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ作成。 

 

新設届出 
○特定工場を新設する場合 

○増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合 

 

 

変更届出 

新設の届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合 

○敷地面積の変更 

○生産施設面積の変更（減少のみの場合は届出不要） 

○緑地、環境施設面積の変更 

○緑地、環境施設の配置の変更 

○製品の変更 

その他の届出 

○社名、所在地の変更 

○承継（届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合） 

○廃止（届出をした特定工場を廃止する場合） 

 届 出 書 類 新 設 変 更 

１ 新設届出の概要 ○ × 

２ 変更届出の概要 × ○ 

３ 業種別生産施設面積整理表 △（※1） △（※1） 

４ 準則計算表 ○ ○ 

５ 準則計算推移表 ○ ○ 

６ 特定工場新設（変更）届出書 
○（※2） ○（※2） 

７ 特定工場新設（変更）届出及び実施制限期間の短縮申請書（一般用） 

８ 特定工場における生産施設の面積 ○ ○ 

９ 特定工場おける緑地及び環境施設の面積及び配置 ○ ○ 

１０ 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 △（※3） △（※3） 

１１ 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 △（※4） △（※4） 

１２ 事業概要説明書 ○ ○ 

１３ 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 ○ ○ 

１４ 特定工場用地利用状況説明書 ○ ○ 

１５ 特定工場の新設等のための工事の日程 ○ ○ 
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（２）その他の届出書類 

 届 出 書 類 届出が必要な場合 

１６ 氏名（名称、住所）変更届出書 社名等を変更する場合 

１７ 特定工場承継届出書 合併や分社化等により工場を承継する場合 

１８ 特定工場廃止届 工場を廃止する場合 

１９ 委任状 代理人が届出を行う場合 

 

３．生産施設について 

（１）生産施設の定義  ・生産施設とは ①製造を行う機械等が設置されている建物          ②屋外プラント類  ・準則（規制内容）：敷地面積の３０～６５％以内（率は業種毎に定められています。Ｐ．３７の「業種
別生産施設面積率一覧表」を参照してください。） 

 

（２）生産施設の具体例 

施設名 生産施設に該当するか否かの判断 

①事務所、研究所、食堂 独立の建築物であるものは非生産施設。 

②倉庫関連施設 もっぱら貯蔵の用に供する独立した施設は非生産施設。 

③出荷・輸送関連施設 生産工程の一環として製品の包装・荷造（梱包）を継続して行う施設は生産

施設。 

④用役施設 自家発電施設（受変電施設及び用水施設を除く）、ボイラー、コンプレッサ

ー、熱交換器等は生産施設。ただし、受変電施設及び用水施設は非生産施設。 

⑤煙突煙道等排煙施設 非生産施設。 

⑥検査所（試験室） 生産工程の一環として行われる検査施設は生産施設。独立して製品の技術開

発を目的とする検査所・試験室は非生産施設。 

⑦修理工場 製造・加工と修理を合わせて行う修理工場は生産施設。 

⑧公害防止施設 自ら工場における排出物を処理するための施設は非生産施設。ただし、当該

施設によって有用成分の回収または副産品の生産を行う場合は原則として

生産施設。 

⑨休廃止施設 一時的な遊休施設は生産施設。また、廃止された施設であっても、撤去され

ない限り、原則として生産施設。 

⑩試作プラント 原則として非生産施設。ただし、実稼働プラントに移行する可能性のあるも

の、試作品を販売する場合は生産施設。 

⑪地下に設置される施設 非生産施設。 
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（３）生産施設面積の測定方法  ・生産施設の面積は原則として投影法による水平投影面積を測定する。（建築基準法施行令第２条第１項 

第２号の測定方法） 

 

＜工場建屋の面積の測定方法の具体例＞ 

 

  

30cm 1m 

例１ 軒・ひさしのある場合 

斜線部が生産施設面積 

軒・ひさし等で

1m 以上突き出た

ものがある場合

は、その端から

1m後退した線 

例２ ２階建の場合 

30cm 30cm 

30cm 30cm 

斜線部が生産施設面積 

例３ 同一工場内に製造装置と倉庫、出荷場があり壁で明確に区分されていない場合 

コ ン ペ ア 

製 造 工 場 
製品倉庫又

は 

出荷場 

Ａ 

Ｂ 

Ａ、Ｂは一体の生産施設 

として取り扱われる 

例４ 壁で明確に仕切のある倉庫、出荷場 

壁 

ベルト・コンベア 配送所 

仕分施設 

仕分施設 

包装施設 

包装施設 

Ａ Ｂ 

Ｂの面積は生産施設面積

から除外する 
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４．緑地について 

（１）緑地の定義 

・緑地とは、土地又は施設に設けられるもので、建築物施設の屋上その他の屋外に設けられる次のい 

ずれかに該当するもの。 

①樹木が生息する区画された土地等であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境保持に寄与 

するもの。   ②低木、芝、その他の地被植物（手入れがされているものに限る）で表面が被われている土地等  ・準則（規制内容）：敷地面積の２０％以上  ・緑地は環境施設の内数となります。緑地のみを設置する場合は緑地だけで２５％以上が必要です。 

 

（２）緑地の測定方法  ○区画されている緑地  例１ 平均的に植栽している場合        例２ 平均的に植栽しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○区画されていない緑地  例１                例２              例３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他  ・下記①～③については、緑地面積率の４分の１を上限として緑地に算入することができる。   ①屋上緑化・・・建築物等の屋上を緑化すること。プランター等容易に撤去できるものは不可。   ②壁面緑化・・・建築物やフェンス等の直立している部分を緑化すること。緑地面積は、緑化しよ 

うとする部分の水平延長に１ｍを乗じた面積とする。   ③駐車場緑化・・・芝生保護材等を利用して駐車場を緑化すること。  

柵 

柵 

柵による区画の面積が緑地面積 

実質的な区画が 

緑地面積 

実質的な区画 

外側にある樹木の幹を直線で結んだ 

面積が緑地面積 

この距離 

×１ｍ 

並木の両端の樹木 

に側って測った 

距離×１ｍ 

が緑地面積 

単独の樹木は、 

当該樹冠の水平投影

面積が緑地面積 

実質的 

な区画 柵 
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５．環境施設について  （１）環境施設の定義   ・環境施設とは、緑地、噴水、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電施設その他これら 

に類する施設であり、周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。   ・準則（規制内容）：敷地面積の２５％以上   ・環境施設は、オープンスペースで、かつ美観等の面で公園的に整備されている、等の条件を満たして 

いる必要があります。   

（２）環境施設の具体例 

施設名 環境施設に該当するか否かの判断 

①広場 
散歩、キャッチボール等の簡単な運動や集会等に利用できる整備された場所。

単なる広場、玄関前の車まわりのような場所は不可。 

②屋外運動場 野球場、陸上競技場、テニスコート、バレーボール場等。 

③調整池 美観等の面で公園的に整備されているもの。単なる貯水池は不可。 

④雨水浸透施設 
浸透管、浸透ます、浸透側溝、透水性舗装が施された土地のうち、地下水源の

涵養、浸水被害の防止等の効果が十分に見込まれるもの。 

⑤太陽光発電施設 
太陽電池、太陽電池設置器具、パワーコンディショナー及び変圧器など一連の

機械又は装置。 

 

（３）環境施設の配置  ・環境施設は、敷地面積の１５％以上を敷地周辺部に配置しなければなりません。  ・敷地周辺部とは、敷地の境界線から対面する境界線までの距離の５分の１の距離だけ内側に入った点 

を結んだ線（「５分の１ライン」という）と、境界線との間に形成される部分をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．工場立地法の特例  （１）既存工場   昭和４９年６月２８日以前にすでに設置されていた工場（「既存工場」という）には、準則の 

特例が適用されます。詳しくは、Ｑ＆Ａの「６．既存工場について」（Ｐ．３３）をご参照ください。 

  （２）団地特例   共通施設として適切に配置された環境施設がある工業団地は、準則値の緩和措置があります。   ※太宰府市には特例団地はありません。（平成 31年 1月現在） 

  

敷地境界線 

1 

5 

1 

5 

※水色部分が敷地周辺部となる。 
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７．届出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新設または変更の届出は、工事着工予定日の９０日前までに行ってください。  届出内容が適当であると認められる場合は、「実施制限期間の短縮申請」により１０日に短縮することが 

できます。 

（書類の不備等により審査に１０日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。） 

※届出部数：１部 

※届出様式は、太宰府市ホームページの様式ダウンロードから取得できます。 

 

太宰府市 観光経済部 産業振興課 

〒818-0198 

太宰府市観世音寺一丁目１番１号 

【お問い合わせ】 

電話：092-921-2121（内線 440） 

FAX：092-921-1601 

メール：sangyo-s@city.dazaifu.lg.jp 

mailto:sangyo-s@city.dazaifu.lg.jp
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新 設 届 出 の 概 要 

 

フリガナ  カブシキガイシャ○○○  

資本金

（千円） 

 

1,000,000 
 

会 社 名 

 

 株式会社○○○ 

 

 

 住   所 

〒 

 

8  1  8 － X  X  X  X  設備投資予定額 

 （百万円） 

 

用地費         

 福岡県太宰府市×××1－1 

         （℡：０９２－△△△－△△△△） 

  2,000 

 

  500 

 

 届 

  

 出 

  

 理 

 

 由 

 

 

 

これまで□□市で操業しておりましたが、建物の老朽化と生産需要の変化に伴

う能力向上のため、新工場を建設し既存施設の移動並びに新規事業に着手するも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 届 

 

 

 

 

 

 出 

 

 

 

 内 

 

 

 

 

 容 

 

 

 

生産施設      

 

 

 

 

 

 ○○製造工業  ２，５００㎡ 

 

 

緑 地      

 

 

 樹木・芝混植地 ２，０００㎡ 

 

 

環境施設      

(緑地除く) 

 

 

 グラウンド   １，０００㎡ 

 

 

製 品 名      

 

 

 ○○ 

 

 

敷地面積      

 

 

 １０，０００㎡ 

 

第３章 届出記載例 
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変 更 届 出 の 概 要 

 

フリガナ  カブシキガイシャ○○○ 

資本金

（千円） 
1,000,000 

会 社 名 株式会社○○○ 

住   所 

〒 

 

8  1  8 － X  X  X  X  設備投資予定額 

 （百万円） 

用地費 

        

福岡県太宰府市×××1－1 

          （℡：０９２－△△△－△△△△） 

  2,000 

 

  500 

届 

 

出 

 

理 

 

由 

当社で製造している○○の需要増加に伴い、生産施設面積を増加するものです。 

届 

 

 

 

 

出 

 

 

 

内 

 

 

 

 

容 

 変  更  前 変  更  後 

生産施設      
○○製造工場 １，５００㎡ 

◇◇製造工場 １，０００㎡ 

○○製造工場 ２，０００㎡ 

◇◇製造工場 １，５００㎡ 

緑 地      樹木・芝混植地 ２，０００㎡ 変更なし 

環境施設      

(緑地除く) 
グラウンド   １，０００㎡ 変更なし 

製 品 名      ○○ 変更なし 

敷地面積      １０，０００㎡ １０，０００㎡ 

 

 



業
 
種

 
別

 
生

 
産

 
施

 
設

 
面

 
積

 
整

 
理

 
表

 

生
産
施
設
の
名
称

 
施
設
番
号

 

生
産
施
設
面
積
（
㎡
）

 

製
 
品

 
名

 

業
種
（
Ｐ
ｉ
）
及
び
業
種

の
分
類
（
分
類
番
号
）

 

生
産
施
設

面
積
率

（
γ
）

 

既
存
生
産
施
設
用

敷
地
計
算
係
数

（
α
）

 

備
 
考

 
変
更
前

 
変
更
後

 
増
減
面
積

 

  

伸
鉄
工
場

 

 

セ
－
１

 

セ
－
３

 

 

計
 

 1
,5

0
0
 

0
  

1
,5

0
0
 

 1
,5

0
0
 

5
0

0
  

2
,0

0
0
 

 

0
 

＋
5

0
0
  

＋
5

0
0
 

  

鋼
 
板

 

 

（
Ｐ
１
）

 

伸
鉄
業

 

（
2

2
3
5
）

 

  

0
.4

 

 

  

1
.3

 

 

  

コ
ー
ク
ス
製
造
工
場

 

 

セ
－
２

 

セ
－
４

 

 

計
 

 1
,0

0
0
 

0
  

1
,0

0
0
 

 1
,0

0
0
 

3
0

0
  

1
,3

0
0
 

 

0
 

＋
3

0
0
  

+
3

0
0
 

  

コ
ー
ク
ス

 

 （
Ｐ
２
）

 

コ
ー
ク
ス
製
造
業

 

（
1

7
3
1
）

 

  

0
.3

 

  

1
.4

 

 

 ※
 
生
産
施
設
面
積
率
（
３
０
～
６
５
％
）
が
異
な
る
２
以
上
の
業
種
に
属
す
る
場
合
の
み
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

 
２
以
上
の
業
種
で
あ
っ
て
も
、
面
積
率
（
γ
）
、
係
数
（
α
）
が
と
も
に
同
じ
で
あ
れ
ば
作
成
不
要
で
す
。
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        準 則 計 算 表 

    ＜例１＞単一業種の工場 

             

 
中分類業種名 

鉄鋼業 

 
細分類番号 

2235（伸鉄業） 

γ：0.4 

  
(１) 
 生 
 
 産 
 
 施 
 
 設 

 
  Ｐ≦γＳ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ∴ 準則適合 

 

(２) 

 

 緑 

 

 

 

 

 地 

  

  Ｇ≧0.2Ｓ 

 

 

 

 

 

 

   ∴ 準則適合 

 

(３) 

 

 環 

 

 境 

 

 施 

 

 設 

 

  Ｅ≧0.25Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

 

 

(４) 

 環 

 境 

 施 

 設 

 の 

 配 

 置 

  

  Ｅｓ≧0.15Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

 

Ｓ＝10,000㎡ 

γ＝0.4 

Ｐ＝1,500㎡ 

1,500＜0.4×10,000＝4,000 

        （小数点以下切捨て） 

Ｓ＝10,000㎡ 

Ｇ＝2,000㎡ 

 

2,000≧0.2×10,000＝2,000 

        （小数点以下切上げ） 

Ｓ＝10,000㎡ 

 

Ｅ＝3,000㎡（2,000㎡＋1,000㎡＝3,000㎡） 

 

3,000＞0.25×10,000＝2,500 

         （小数点以下切上げ） 

緑地面積 環境施設面積 

Ｓ＝10,000㎡ 

 

Ｅｓ（敷地周辺部の環境施設）＝2,000㎡ 

 

2,000＞0.15×10,000＝1,500 

（小数点以下切上げ） 

「緑地面積率」 

敷地面積に対する緑地面積率の割合は２０％以上

なければなりません。 

「環境施設面積率」 

敷地面積に対する環境施設（緑地含む）面積の割合

は２５％以上なければなりません。 

「環境施設の配置」 

環境施設は、敷地面積の１５％以上を当該工場の敷地周辺部に

配置しなければなりません。（環境施設面積の割合「２５％」

のうち１５％を周辺部に配置） 
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        準 則 計 算 表 

＜例２＞２以上の業種の工場 

             

 
中分類業種名 

鉄鋼業、石油製品・石炭製品製造業 

 
細分類番号 

2235（伸鉄業）、1731（コークス製造業） 

γ1：0.4、γ2：0.3 

  
(１) 
 生 
 
 産 
 
 施 
 
 設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

∴ 準則適合 

 

(２) 

 

 緑 

 

 

 

 

 地 

  

  Ｇ≧0.2Ｓ 

 

 

 

 

 

 

    ∴ 準則適合 

 

(３) 

 

 環 

 

 境 

 

 施 

 

 設 

 

  Ｅ≧0.25Ｓ 

 

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

 

(４) 

 環 

 境 

 施 

 設 

 の 

 配 

 置 

 

  Ｅｓ≧0.15Ｓ 

 

 

 

 

 

 

 

    ∴ 準則適合 

Ｓ＝10,000㎡ 

γ1＝0.4 

γ2＝0.3 

Ｐ1＝1,500㎡ 

Ｐ2＝1,000㎡ 

Ｓ＝10,000㎡ 

Ｇ＝2,000㎡ 

 

2,000≧0.2×10,000＝2,000 

             （小数点以下切上げ） 

Ｓ＝10,000㎡ 

 

Ｅ＝3,000㎡（2,000㎡＋1,000㎡＝3,000㎡） 

 

3,000＞0.25×10,000＝2,500 

              （小数点以下切上げ） 

緑地面積 環境施設面積 

Ｓ＝10,000㎡ 

 

Ｅｓ（敷地周辺部の環境施設）＝2,000㎡ 

 

2,000＞0.15×10,000＝1,500 

（小数点以下切上げ） 

左辺＝ｐ1／γ1＋ｐ2／γ2 

  ＝1,500／0.4＋1,000／0.3 

  ＝7,083.333…（切上げ） 

  ＝7,084＜10,000 

 ｎ 
 Σ ｐｉ／γｉ≦Ｓ 
ｉ＝1 

「緑地面積率」 

敷地面積に対する緑地面積率の割合は２０％以上

なければなりません。 

「環境施設面積率」 

敷地面積に対する環境施設（緑地含む）面積の割合

は２５％以上なければなりません。 

「環境施設の配置」 

環境施設は、敷地面積の１５％以上を当該工場の敷地周辺部に

配置しなければなりません。（環境施設面積の割合「２５％」

のうち１５％を周辺部に配置） 
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＜例１＞単一業種の工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例２＞２以上の業種の工場 

    ※生産施設面積率γ（0.3～0.65）が異なる２以上の業種に属する工場の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000㎡ 

事務棟 

（リ－１）樹木・芝混植地 2,000㎡ 

1／5ライン 

※ 敷地面積        Ｓ＝10,000㎡   敷地周辺の環境施設面積 Ｅｓ＝2,000㎡ 

生産施設面積（セ－１） Ｐ＝ 1,500㎡  （1／5ライン外側面積、リ－１） 

緑地面積  （リ－１） Ｇ＝ 2,000㎡ 

環境施設面積（カ－１） Ｅ＝ 3,000㎡ 

      （リ－１） 

（リ－１）樹木・芝混植地 2,000㎡ 

事務棟 

1,000㎡ 

（セ－１） （セ－２） 

テニスコート 

1,000㎡ 

伸鉄工場 

1,500㎡ 

テニスコート 

1,000㎡ 

伸鉄工場 

γ＝0.4 

1,500㎡ 

コークス 

製造工場 

γ＝0.3 

1,000㎡ 

※ 敷地面積          Ｓ＝10,000㎡   敷地周辺の環境施設面積 Ｅｓ＝2,000㎡ 

生産施設面積（セ－１・２） Ｐ＝ 2,500㎡  （1／5ライン外側面積、リ－１） 

緑地面積  （リ－１）   Ｇ＝ 2,000㎡ 

環境施設面積（カ－１）   Ｅ＝ 3,000㎡ 

      （リ－１） 

（セ－１） （カ－１） 

（カ－１） 

1／5ライン 
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準 則 計 算 表 

（既存工場用） 

＜例３＞既存工場（単一業種） 

中分類業種名 鉄鋼業 

細分類番号 2235（伸鉄業） 

γ：0.4、α：1.3 

(１) 

生 

 

産 

 

施 

 

設 

  

Ｐ≦ｒ｛(Ｓ－
Po

 ｒα
) －P1｝                       

 

 

 

 

 

         ∴ 準則適合 

 

(２) 

 

緑 

 

 

地 

  

Ｇ≧
P

r
（０．２－

G0

S
 ）           

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

 

 

 

(３) 

 

環 

 

境 

 

施 

 

設 

 

E≧
P

r
（０．２５－

E0

S
 ）                      

 

 

 

 

 

 

 ∴ 準則適合 

 

Ｓ＝10,000㎡ 

Ｐ0＝1,500㎡ 

Ｐ1＝  0㎡ 

Ｐ＝ 500㎡ 

左辺＝500㎡ 

右辺＝0.4（1,000－1,500／0.4×1.3）－0 

  ＝2,846（端数切捨て） 

左辺＜右辺 

Ｓ＝10,000㎡ 

Ｐ＝ 500㎡ 

Ｇ＝ 300㎡ 

Ｇ0＝1,000㎡ 

左辺＝300㎡ 

右辺＝500／0.4（0.2－1,000／10,000） 

  ＝125（端数切上げ） 

左辺＞右辺 

300－125＝175 は次回Ｇ0に算入 

次回Ｇ0＝1,000＋175＝1,175 

Ｓ＝10,000㎡ 

Ｐ＝ 500㎡ 

Ｅ＝ 300㎡ 

Ｅ0＝2,000㎡ 

左辺＝300㎡ 

右辺＝500／0.4（0.25－2,000／10,000） 

  ＝62.5 

  ≒63（端数切上げ） 

左辺＞右辺 

300－63＝237 は次回Ｅ0に算入 

次回Ｅ0＝2,000＋237＝2,237 

※既存工場の準則計算については、下表の計算式を使用。すなわち、 

①生産施設…Ｓ49.6.28時点の生産施設面積（Ｐ0）から増設可能であるかどうかを判断。 

②緑  地…今回設置する生産施設面積に応じて緑地を設置する。（最終的に２０％緑地を設置） 

③環境施設…今回設置する生産施設面積に応じて環境施設を設置する。（最終的に２５％環境施設を設置） 

※既存工場において緑地面積率及び環境施設面積率が準則値をクリアしている場合は、上記（２）及び（３）

によらず、次のように記載する。 

  （２）緑  地  Ｇ1／Ｓ×100＝2,100／10,000＝21％＞20％ ∴ 準則適合 

  （３）環境施設  Ｅ1／Ｓ×100＝3,000／10,000＝30％＞25％ ∴ 準則適合 
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準 則 計 算 表 

（既存工場用） 

＜例４＞既存工場（２以上の業種） 

中分類業種名 鉄鋼業、石油製品・石炭製品製造業 

細分類番号 2235（伸鉄業）、1731（コークス製造業） 

γ1：0.4、γ2：0.3、α1：1.3、α2：1.4 

(１) 

生 

 

産 

 

施 

 

設 

  

   n

 Σ

 j=1

Pｊ

rj
 ≦Ｓ－

   n

 Σ

 j=1

P0ｊ

rjαj
  

 

 

 

 

 

 

 

   ∴ 準則適合 

(２) 

 

緑 

 

 

地 

Ｇ≧

   n

 Σ

 j=1

Pｊ

rj
 （０．２－

G0

S
 ）  

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

 

 

(３) 

 

環 

 

境 

 

施 

 

設 

E≧

   n

 Σ

 j=1

Pｊ

rj
 （０．２５－

E0

S
 ）  

 

 

 

 

 

 

∴ 準則適合 

Ｓ＝ 10,000㎡ 

Ｐ01＝1,500㎡ 

γ1＝0.4 

α1＝1.3 

Ｐ02＝1,000㎡ 

γ2＝0.3 

α2＝1.4 

Ｐ1＝ 500㎡ 

Ｐ2＝ 300㎡ 

左辺＝500／0.4＋300／0.3 

＝2,250 

右辺＝10,000－（1,500／0.4×1.3＋1,000／0.3×1.4） 

  ＝4,734.4322… 

  ≒4,734（右辺切捨て） 

左辺＜右辺 

Ｓ＝ 10,000㎡ 

Ｐ1＝ 500㎡ 

γ1＝0.4 

Ｐ2＝ 300㎡ 

γ2＝0.3 

Ｇ0＝1,000㎡ 

Ｇ＝  400㎡ 

左辺＝400 

右辺＝（500／0.4＋300／0.3）（0.2－1,000／10,000） 

  ＝225 

左辺＞右辺 

400－225＝175 は次回Ｇ0に算入 

次回Ｇ0＝1,000＋175＝1,175 

Ｓ＝ 10,000㎡ 

Ｐ1＝ 500㎡ 

γ1＝0.4 

Ｐ2＝ 300㎡ 

γ2＝0.3 

Ｇ0＝1,000㎡ 

Ｇ＝  400㎡ 

左辺＝400 

右辺＝（500／0.4＋300／0.3）（0.25－1,000／10,000） 

  ＝337.5 

  ≒338（端数切上げ） 

左辺＞右辺 

400－338＝62 は次回Ｅ0に算入 

次回Ｅ0＝1,000＋62＝1,062 

※既存工場の準則計算については、下表の計算式を使用。すなわち、 

①生産施設…Ｓ49.6.28時点の生産施設面積（Ｐ0）から増設可能であるかどうかを判断。 

②緑  地…今回設置する生産施設面積に応じて緑地を設置する。（最終的に２０％緑地を設置） 

③環境施設…今回設置する生産施設面積に応じて環境施設を設置する。（最終的に２５％環境施設を設置） 

※既存工場において緑地面積率及び環境施設面積率が準則値をクリアしている場合は、上記（２）及び（３）

によらず、次のように記載する。 

  （２）緑  地  Ｇ1／Ｓ×100＝2,100／10,000＝21％＞20％ ∴ 準則適合 

  （３）環境施設  Ｅ1／Ｓ×100＝3,000／10,000＝30％＞25％ ∴ 準則適合 

ｍ 
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＜例３＞既存工場の届出（単一業種） 

    ※S49.6.28以前に設置された特定工場（単一業種）が、変更を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例４＞既存工場の届出（２以上の業種） 

※生産施設面積率γ（0.3～0.65）が異なる２以上の業種に属する工場の場合 

※S49.6.28以前に設置された特定工場（２以上の業種）が、変更を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 施設番号 面積

（㎡） 

区分 施設番号 面積

（㎡） 

敷地面積（Ｓ）  10,000 今回届出までに設置している緑

地面積（Ｇ0） 

リー１ 1,000 

S49.6.28 以前の生産施設面積

（Ｐ0） 

セ－１ 1,500 今回届出までに設置している環

境施設面積（Ｅ0） 

リ－１ 

カ－１ 

2,000 

S49.6.28～現在までに設置した

生産施設面積（Ｐ１） 

 0 今回設置する緑地面積（Ｇ） リ－２ 300 

今回増設する生産施設面積（Ｐ） セ－２ 500 

区分 施設番号 面積

（㎡） 

区分 施設番号 面積

（㎡） 

敷地面積（Ｓ）  10,000 今回届出までに設置している緑

地面積（Ｇ0） 

リ－１ 1,000 

S49.6.28 以前の生産施設面積

（Ｐ01、Ｐ02） 

セ－１ 

セ－２ 

1,500 

1,000 

今回設置する緑地面積（Ｇ） リ－２ 400 

今回増設する生産施設面積

（Ｐ1、Ｐ2）【※注】 

セ－３ 

セ－４ 

500 

300 

【※注】準則計算表（既存工場）における「(１))生産施設」欄、「(２)緑地」及び「(３)環境施設」欄それぞれでＰの定義

は異なる。（Ｑ＆ＡのＰ３４、Ｐ３５にてＰｉの説明を参照のこと） 

（リ－１）樹木・芝混植地 1,000㎡  （Ｇ0） 

（リ－１）樹木・芝混植地 1,000㎡  （Ｇ0） 

リ－２ 

（セ－１） （セ－２） （カ－１） 

（セ－１） （セ－３） 
（セ－２） 

（セ－４） 

リ－２ 

（Ｇ） 

300㎡ 

事務棟 

1,000㎡ 

伸鉄工場 

（γ＝0.4） 

（α＝1.3） 

（Ｐ0） 

1,500㎡ 

今回増設分 

（Ｐ） 

500㎡ 

テニスコート 

（Ｅ0）1,000㎡ 芝生 

（Ｇ） 

300㎡ 

 

芝生 

事務棟 

1,000㎡ 

（Ｇ） 

300㎡ 

 

伸鉄工場 

（γ＝0.4） 

（α＝1.3） 

（Ｐ01） 

1,500㎡ 

今回増設分 

γ＝0.4 

（Ｐ1） 

500㎡ 

コークス 

製造工場 

（γ＝0.3） 

（α＝1.4） 

（Ｐ02） 

1,000㎡ 

今回増設分 

γ＝0.3 

（Ｐ2） 

300㎡ 
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様式１                       

 

特定工場新設（変更）届出書（一般用）  

                                                                          ○○年○月○日  

    太宰府市長 殿  

                                                              株式会社○○○  

                               東京都千代田区霞が関１－３－１  

                                                 届出者      取締役社長  □ □ □ □  ○印  

                                               代 理 人  

                                                 株 式 会 社 ○ ○ ○ 太 宰 府 工 場  

                            太 宰 府 市 ×××１ － １  

                            太 宰 府 工 場 長  △ △ △ △  ○印  

                                                   総 務 課  太 宰  府 太 郎  

                             電 話 ( 0 9 2 ) ( * * * * ) * * * *  

 

 

  工場立地法第７条第１項、第８条第１項、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律（昭

和 48 年法律第 108 号。以下「一部改正法」という。）附則第３条第１項の規定により、特定工場の新設（

変更）について、次のとおり届け出ます。  

 

１ 特定工場の設置の場所  福岡県太宰府市×××１－１（太宰府工場） 

２ 

特定工場における製品（加工修理業に属するものにあ  

っては加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は  

熱供給業に属するものにあっては特定工場の種類）  

変更前：鋼板 

変更後：鋼板 

３ 
特定工場の敷地面積          変更前      10,000   ㎡ 

変更後     10,000   ㎡  

４ 特定工場の建築面積          
変更前         4,000     ㎡ 

変更後      7,000   ㎡  

５ 特定工場における生産施設の面積  別紙１のとおり  

６ 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置  別紙２のとおり  

７ 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び工業団地の環境施設の配置   

８ 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用  別紙３のとおり 

９ 

 

特定工場の新設（変更）のための工事の開始の予定日 

造成工事等  

(工場敷地の増減 ) 
 ○○年○月○日 

施設の設置工事   ○○年○月○日 

※整   理  番  号  
※  

 

備  

 

考 

 

※受  理  年  月  日  

※ 

審 

査 

結 

果 

 

 

短縮申請を行う場合には、次頁「様式４号短縮申請書」を使用する。 

９０日前までに届出 

担当者の部署名  

及び担当者の氏名  

実務担当者名を記載 

代理人（例えば工場長）が届け出る場合は、

代表者からの届出についての一切の権限を

委任する旨の委任状を添付すること。 

※当該届出に関係のない届出条項は抹消すること。 

建築面積の中には、事務所

などの非生産施設面積も

カウントすること。 

小数点以下

は切り捨て

ること。 

工場敷地 

の増減 

未造成…造成着工予定日  

造成済…移転登記予定日／  

       賃貸借の場合は併用  

開始予定日  

1.造成工事等の開始  

①埋立工事の開始  

例：シートバイルの打ち込み、ケーソンの沈殿等  

②整地等の造成工事の開始  

例：土地の掘削、土盛、地ならし  

2.施設の設置工事の開始  

例：当該施設の建築のための基礎打ち作業  

※  生産施設の面積の変更を伴わない「製品の変

更」については、既存の施設の用途変更のた

めの所要工事（製造設備の設置、内装変更等）

及び既存の製造設備による新たな製品の生産

開始等が該当します。  

受理予定日と着工予定日を含めて 92日以上経

過した日を記載すること。※両方とも該当す

る場合は、両欄とも記載すること。 
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様式Ｂ                        

 

           特定工場新設（変更）届出及び実施制限期間の短縮申請書（一般用）  

                                                                            ○○年○月○日  

    太宰府市長 殿  
 

                                                            株式会社○○○  

                               東京都千代田区霞が関１－３－１  

                                                 届出者      取締役社長  □ □ □ □  ○印  

                                               代 理 人  

                                                 株 式 会 社 ○ ○ ○ 太 宰 府 工 場  

                            太 宰 府 市 ×××１ － １  

                            太 宰 府 工 場 長  △ △ △ △  ○印  

                                                   総 務 課  太 宰  府 太 郎  

                             電 話 ( 0 9 2 ) ( * * * * ) * * * *  

 
 

 

  工場立地法第第７条第１項、第８条第１項、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律（

昭和 48 年法律第 108 号。以下「一部改正法」という。）附則第３条第１項の規定により、特定工場の新

設（変更）について、次のとおり届け出るとともに工場立地法第 11 条第１項の期間の短縮を申請します。  

 

１ 特定工場の設置の場所  福岡県太宰府市×××１－１（太宰府工場） 

２ 

特定工場における製品（加工修理業に属するものにあ  

っては加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は  

熱供給業に属するものにあっては特定工場の種類）  

変更前：鋼板 

変更後：鋼板 

３ 特定工場の敷地面積          
変更前          10,000  ㎡ 

変更後      10,000  ㎡  

４ 特定工場の建築面積          
変更前           4,000  ㎡ 

変更後       7,000  ㎡  

５ 特定工場における生産施設の面積  別紙１のとおり  

６ 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置  別紙２のとおり  

７ 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び工業団地の環境施設の配置   

８ 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用  別紙３のとおり 

９ 

 

特定工場の新設（変更）のための工事の開始の予定日 

造成工事等  

（工場敷地の増減）  
 ○○年○月○日 

施設の設置工事   ○○年○月○日 

※整   理  番  号  

※  

 

備  

 

考 

 

※受  理  年  月  日  

※ 

審 

査 

結 

果 

 

 

担当者の部署名  

及び担当者の氏名  

実務担当者名を記載 

代理人（例えば工場長、建設会社等）が届け出る

場合は、代表者からの届出についての一切の権限

を委任する旨の委任状を添付すること。 

※当該届出に関係のない届出条項は抹消すること。 

おおむね１０日前までに届出 

小数点以下

は切り捨て

ること。 

建築面積の中には、事務所

などの非生産施設面積も

カウントすること。 

工場敷地 

の増減 

未造成…造成着工予定日  

造成済…移転登記予定日／  

       賃貸借の場合は併用  

開始予定日  

2.施設の設置工事の開始 

例：当該施設の建築のための基礎打ち作業  

※  生産施設の面積の変更を伴わない「製品の変

更」については、既存の施設の用途変更のた

めの所要工事（製造設備の設置、内装変更等）

及び既存の製造設備による新たな製品の生産

開始等が該当します。  

1.造成工事等の開始 

①埋立工事の開始 

例：シートバイルの打ち込み、ケーソンの沈殿等  

②整地等の造成工事の開始 

例：土地の掘削、土盛、地ならし  

受理予定日と着工予定日を含めて 12 日以上

経過した日を記載すること。※両方とも該当

する場合は、両欄とも記載すること。 
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別紙１ 

特定工場における生産施設の面積 

 

生 産 施 設 の 名  称 施 設 番 号 

面   積 （㎡） 

増減面積（㎡） 

変 更 前 変 更 後 

伸鉄工場（第１工場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

伸鉄工場（第１工場） 

 

コークス製造工場（第２工場） 

セ－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

セ－１ 

 

セ－２ 

1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 

 

1,000 

1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500 

 

1,000 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

生 産 施 設 の 面  積 の 合 計 2,500 2,500 0 

 

例１ 
新 設 工

場（単一

業種） 
※１．生産工程が工場建屋単位で独立している機械工場等の場合は、それぞれの 

工場建屋を一つの単位として取り扱う。   
２．生産施設の単位を構成する主要施設は、セ－１、セ－１－２のように枝番 

号を付し、その面積を記入すること。 例２ 
新 設 工

場（２以

上 の 業

種） ※面積は各施設ともに小数点

以下は切り捨てること。 



 

 

別紙２ 

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 

 

 １．緑地及び環境施設の面積  

緑 地 の 名 称 

施設番号 

面    積  （㎡） 

増減面積(㎡) 
変 更 前 変 更 後 

緑地の種類 設置場所 

樹木・芝混植地 周 辺 部 リ－１ 1,000 1,000 0 

芝   生 玄 関 前 リ－２ 0 300 ＋300 

（噴  水） （研究所前） （リ－○） （000） （000） （000） 

      

      

      

      

緑 地 面 積 の 合 計 1,000 1,300 ＋300 

緑地以外の環境施設の名称 施設番号 

面    積  （㎡） 
増減面積(㎡) 

変 更 前 変 更 後 

テニスコート カ－１ 1,000 1,000 0 

（体育館） （カ－Ｏ） （000） （000） （000） 

緑地以外の環境施設の面積の合計 1,000 1,000 0 

環 境 施 設 の 面 積 の 合 計 2,000 2,300 ＋300 

 

２．環境施設の配置 

敷地の周辺部に配置する環境施設の各施設番号 

変 更 前 変 更 後 増減面積(㎡) 

リ－１ リ－１、リ－２  

敷地の周辺部に配置する環境施設の面積の合計 

変 更 前 変 更 後 増減面積(㎡) 

1,000㎡ 1,300㎡ ＋300㎡ 

配置について勘案した 

周辺の地域の土地利用 

の状況等との関係 

  

当該工場の東南が住宅地帯であるので、その方向に樹木を中心

に配置することによって、平均幅 100ｍのグリーンベルトが形成

されている。 

また、野球場、バレーボールコート、体育館をまとめて住宅と

隣接した工場の西側に配置している。 

増設緑地についても、極力、敷地周辺部に配置するよう努めた。 

 

 

 

 

例１ 新設工場（単一業種） 施設番号は区画

毎にとること。 小数点以下は切捨て 
緑地以外の環境施設が、その面積の２倍程度以上の樹木を生育する緑地で囲まれている場合に

のみ緑地面積とみなすことができる。 
なお、この場合は当該施設の種類、面積（内数）を（  ）書で記入すること。 

特に、当該工場周辺にある住宅、学校、病院等の施設の設置状

況との関係を簡単に記載すること。 
体育館、クラブハウス等は、それ自体は環境施設面積ではないが、周辺に当該施設面積の５倍

以上の緑地その他の環境施設がある場合にのみ、環境施設面積とみなすことができる。なお、

この場合には、当該施設の名称、面積（外数）を（  ）書で記載すること。 施設の一部が該当する場合は、
「カ－１の一部」のように記載す
ること。 
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隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 

 

隣 接 緑 地 等 の 名 称  

隣 接 緑 地 等 の 所 在 地  

隣接緑地等の面積の合計  

 うち緑地面積 面

積 

㎡  

うち緑地以外の環境施設

面積 

面

積 
㎡ 
種類 

事 業 者 の 負 担 す る 総 額 
設 置 費 用 円 

維持管理費用 円 

 
うち届出者の負担費用 

設 置 費 用 円 

維持管理費用 円 

 

隣接緑地等の配置に関する 

概略図その他説明 

 

 

備考１ 「事業者の負担する総額」の欄には、隣接緑地等の整備につき当該工業集合地の工場又 

は事業場を配置する事業者が負担する費用の総額について、設置費用、維持管理費用 

（毎年の維持管理費用に協定等による維持管理期間を乗じた金額）のそれぞれを記載 

すること。   ２ 「うち届出者の負担費用」の欄には、隣接緑地等の整備につき届出者が負担する費用について、設置
費用、維持管理費用（毎年の維持管理費用に協定等による維持管理期間を乗じた金額）のそれぞれを

記載すること。 

 

 

 

別紙４ 

管理す

る緑地

全体分

の費用 
届出者

が負担

する費

用。 
届出者

が自己

の緑地

とする

面積の

算出根

拠とな

る。 
隣接する緑地を複数の事業者で維持管理する場合のみ提出が必要 
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 様式例第１ 整 理 番 号  

  

        事 業 概 要 説 明 書 

１  生産開始の日         ○○年 ○月 ○日（操業開始 ○○年 ○月 ○日） 

２ 

 主要製品別生産能力及び生産数量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

製  品  名 
生 産 能 力 生 産 数 量 

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 

 
 

鋼  板 

 

 
 
100万トン/月 

 
 
110万トン/月 

 
 
100万トン/月 

 
 
110万トン/月 

３ 

 水源別工業用水使用量               計 1,475             （単位：トン／日） 

 
 

上 水 道 工業用水道 河川表流水 井 戸 水 そ の 他 回 収 水 海 水 

変
更
前 

 
20 
 

 
 
 

 
 
 

 
650 
 

 
 
 

 
800 
 

 
 
 

変
更
後 

 
25 
 

 
 
 

 
 
 

 
650 
 

 
 
 

 
800 
 

 
 
 

４ 

 電力の使用量                      計  18,000                    （単位：ＫＷＨ／日） 

 
 
 
 
 
 
 
 

買電による電力使用量 自家発電による電力使用量 

変 更 前 変 更 後 変 更 前 変 更 後 

 
 

12,000 
(６KV 1,000KW) 

 
 

18,000 
(６KV 1,200KW) 

 
 

 
(    KV     KW) 

 
 
 

(    KV     KW) 

 
 
 
 
 
 
５ 

 輸送手段別輸送量                  計                            （単位：トン／月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

自動車 鉄 道 船 舶 その他 計 

燃料、原材料及び外注部品 
変更前 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変更後 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

製          品 
変更前 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変更後 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６ 

 従 業 員 数                    計 65                            （単位：人） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

男 女 計 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

職員（管理者、事務従業者） 15 15 5 5 20 20 

工員（生 産 従 事 者） 20 20 20 25 40 45 

  

※主要製品の順に記載 

※最大電力（KW）と電力使用量（KWH）とは異なるので注意すること。 

記 入 不 要 

変更後の合計を記入 

※KV：最大電圧 

KW：最大電力 

※この欄には記載しないこと。 

当該変更に係る生産施設の稼働開始予定日（様式

例４の生産施設の運転開始日）を記載すること。 

特定工場の操業開始年月日を記載すること。 

備考 １．生産能力及び生産数量は、各々の業種に応じ通常用いる単位で記載してください。（例:トン/日、

㎥/月等）輸送量は、トン換算した値で１ヶ月当たり平均輸送を記載してください。 

   ２．この様式において、「変更前」とあるのは、「今回届出時」と読み替えるものとする。なお、 

「変更後」の欄は、当該届出実施後の状況を記載すること。 
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様式例第３ 

特定工場用地利用状況説明書 

特定工場敷地面積              ㎡ うち自己所有地                ㎡ 

都 市 計 画 法 上            

の 区 域 区 分            

（＊右記の該当項目を○

で囲んで下さい。） 

  ①工業専用地域  ②工業地域    ③準工業地域 

  ④住居系地域    ⑤商業系地域   ⑥市街化調整区域 

  ⑦非線引き都市計画区域   ⑧都市計画区域外 

  ⑨都市計画なし 

特定工場用地利用状況説明図 

 

                            縮尺  １／5000 

特定工場の用に供する土地

の説明 

 

 

周辺状況 

 

東側 

 

 

 

西側 

 

 

 

南側 

 

 

 

北側 

備考１  自己所有地には、現在所有している土地及び将来自己の所有地となることが確実である土地を含み

ます。 

    ２   都市計画法上の用途地域を記入して下さい。 

    ３   特定工場の用に供する土地の説明の欄には、当該土地が埋立地、埋立予定地、空き地、農用地、工

業団地等の別を記入してください。 

    ４   特定工場用地利用状況説明図には、当該特定工場の周辺２㎞程度の範囲内で、海面、河川、湖沼、

埋立地、山林、農用地、学校・病院・公園等の用地、住宅地、工業用地等の土地の利用状況を明示

してください。 



 
29  

様式例第４  
                   特定工場の新設等のための工事の日程    

                  年 月 
工事の種類 工  事  の  日  程  

年 
３月 年 

４月 

年 
５月 年 

６月 年 
７月 年 

８月 年 
月 年 

月 年 
月 年 

月 
造 成（埋 立）工 事 等 

工 場 敷 地 の 増 加           
生産施設の設置工事           
施設の名称 施設番号  

第１工場   
第２工場  
第３工場  

セ－１  
セ－２  
セ－３ 

環境施設・緑地の設置工事           
施設の名称 施設番号 
樹 林 地  
芝   生 リ－１  

リ－６ 
その他主要施設の設置工事             
修    理    工   場  
キ  ュ  ー  ビ  ク  ル 

 

移転登記  

4/1 

4/1 4/30 5/1     6/30 
7/1 運転開始 

6/1 運転開始 
4/1    5/31 

4/1          7/31 
8/1 運転開始 

3/20 4/10 

3/20 3/31 

4/1 4/20 

5/15 5/20 

※ 生産施設の運転開始日の日までに完了するようにすること。 スクラップ  ビルド  
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第４章 工場立地法Ｑ＆Ａ 

 

１．届出義務について 

 

Ｑ１．敷地面積９，０００㎡以上、建築面積３，０００㎡以上の要件は、どちらか一方が該当すれば 

届出が義務付けられるのですか？ 

 

Ａ１．そうです。製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業であって、敷地面積と建築面積の要件の 

どちらかが該当すれば、「特定工場」として届け出なければなりません。 

 

 

Ｑ２．これまでは規模が小さかったので工場立地法の規制がかからなかったのですが、変更で敷地が 

９，０００㎡を超えることになりました。届出が必要となるのですか？ 

 

Ａ２．工場立地法の規制がかかる「特定工場」となりますので、届出が必要です。届出書を提出して 

ください。逆に、変更で敷地面積が９，０００㎡を下回った場合、建築面積が３，０００㎡な 

ければ工場立地法の規制はかからなくなります。 

 

 

２．敷地面積、建築面積について 

 

Ｑ３．敷地面積とは会社の所有地をいうのですか？ 

 

Ａ３．敷地面積とは、工場の用に供する土地の全面積をいいます。所有形態は問わないので必ずしも 

会社の所有地のみとは限らず、借地であっても工場の用に供する土地であれば敷地面積とします。 

したがって、たとえば子会社に土地を貸している場合はその部分は除かれ、子会社の敷地面積と 

します。 

 

 

Ｑ４．敷地が道路で分断されているのですが、敷地面積はどう算定するのですか？ 

 

Ａ４．通常は、道路や河川により二分されている場合は別々の工場となります。しかし、下記の場合は、 

一体の敷地と見なします。 

・工場自体のために設けた私道等により分断される場合 

・生産工程上、環境保全上、管理運営上極めて密接な関係がある場合 

非常に幅の広い道路や河川により二分される場合は一体の敷地とは見なされない場合があります。 
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Ｑ５．建築面積とはどういう面積をいうのですか？ 

 

Ａ５．建築面積とは、建築基準法で定められている「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は 

壁を有するもの」をいい、面積の測り方は建築基準法上の取り扱いと同様です。この面積が、 

３，０００㎡以上である工場は敷地面積が９，０００㎡に満たなくても届出が義務付けられます。 

延べ床面積ではありませんので、ご注意ください。 

 

 

３．生産施設について 

 

Ｑ６．生産施設面積とはどういう面積をいうのですか？ 

 

Ａ６．生産施設とは、原則として製造工程を形成する機械又は装置が設置されている建築物全体をさし、 

面積の測り方は建築基準法上の取り扱いと同様です。生産施設が設置されていない独立した倉庫や 

事務所棟などは生産施設とはしません。 

また、生産施設が設置されている建築物の中に、事務所や食堂等があってその部分が壁で仕切られ 

ていれば（床から中空までの壁や移動式の間仕切り、カーテンの類は除く）別棟とみなし生産施設 

面積から外します。 

製造工程用に共用されるボイラー、コンプレッサー、ポンプ等の施設は屋外に設置されていても生 

産施設とします。 

 

 

４．緑地、環境施設について 

 

Ｑ７．環境施設面積とはどういう面積をいうのですか？ 

 

Ａ７．環境施設面積とは、①緑地面積、②緑地以外の環境施設面積（グラウンド、広場、公園など）の 

２つがあり、①と②の面積を合計したものをいいます。 

工場立地法では、敷地面積の２５％の環境施設面積の確保が義務付けられますが、これは緑地面 

積を含んでいます。ただし、緑地面積だけで敷地面積の２０％確保が義務付けられていますので、 

①緑地面積で２０％、②緑地以外の環境施設面積で５％、合計２５％を設置しなければならない 

ことになります。 

なお、緑地面積だけで２５％分確保できれば環境施設面積が０％でも準則適合となります。 
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Ｑ８．環境施設面積のうち、敷地部分の１５％分に当たる面積を敷地周辺部に設置しなければなりませ 

んが、周辺部のどの部分に設置しなければならないか規制がありますか？ 

 

Ａ８．ここでいう周辺部とは、敷地の境界線から対面する境界線までの距離の５分の１程度の距離だけ 

内部に入った点を結んだ線と、境界線との間の部分をいいます。この部分の中に敷地面積の１５％ 

分にあたる環境施設面積を確保しなければなりませんが、周辺部分の中であればどこに設置しな 

ければならないという規制はありません。住宅地がある方向に集めて設置するなど周辺地域の状 

況を勘案した設置が望ましいと思われます。 

 

 

Ｑ９．自己の敷地ではないのですが、隣接して緑地があります。緑地として算定できますか？ 

 

Ａ９．隣接する緑地の維持管理を行い費用を負担するのであれば、工場の用に供する土地として敷地に 

算定します。よって緑地としても算定できます。 

なお、隣接緑地の扱いに関連して、「集合地特例」の適用が可能な場合があります。 

「集合地特例」とは、複数の工場が集中している場所において、それに隣接する緑地がある場合、 

その緑地の維持管理を複数の工場が行うとした場合、維持管理に要する費用の負担割合に応じて 

按分する面積を緑地として算定できるというものです。ただし、複数の工場の同意が必要である 

のとともに、その緑地が住宅との遮蔽効果を持つかどうか等、周辺状況によっては適用できない 

場合もありますので、窓口にご相談ください。 

 

 

５．届出時期について 

 

Ｑ１０．届出はいつするのですか？ 

 

Ａ１０．法の定めにより届出受理日から９０日間は着工できません（実施の制限といいます）。従って 

着工日の９０日前までには届け出てください。 

届出内容が適当であると認められる場合は、１０日に短縮することができます。 

（書類の不備等により審査に１０日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。） 

なお、名称（住所）変更届出や承継届出については事実発生後速やかに届け出てください。 

 

Ｑ１１．短縮申請とは何ですか？ 

 

Ａ１１．法第１１条において、届出受理日から９０日間は着工できないことが定められています。 

しかし、届出内容が適当であると認められる場合は、１０日に短縮することができます。 

（書類の不備等により審査に１０日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。） 

この場合はＰ２２の様式で申請してください。  
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Ｑ１２．着工日とはいつの時点のことをいうのですか？ 

 

Ａ１２．工場の新設・増設に当たり、造成を伴うものは造成工事の着手の時点をいいます。造成を伴わ 

ないで、建築物、生産施設または緑地等の設置工事を行う場合はそれらの工事の中で最初の着 

手時点をいいます。 

 

 

Ｑ１３．工場敷地の買い増しや一部売却をする場合、いつ届出をするのですか？ 

 

Ａ１３．当該不動産の移転登記の９０日前までに届け出てください。 

届出内容が適当であると認められる場合は、１０日に短縮することができます。 

（書類の不備等により審査に１０日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。） 

 

 

６．既存工場について 

 

Ｑ１４．既存工場とはどういう工場をいうのですか？ 

 

Ａ１４．昭和４９年６月２８日の時点において設置されているまたは工事中である工場をいいます。 

これらの工場は、工場立地法の準則が適用開始となる前から存在しているということから、生 

産施設や緑地、環境施設の面積率が一律ではなく、各工場の設置状況により緩和されます。 

 

 

Ｑ１５．法律の施行前から操業していますが、増築により特定工場となった場合は既存工場の扱いと 

なりますか？ 

 

Ａ１５．既存工場の扱いとなります。特定工場となる増築計画の段階で届け出てください。準則計算は 

既存工場としての計算になりますので、生産施設や緑地、環境施設の面積率が緩和されます。 
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Ｑ１６．既存工場（単一業種）に適用される準則はどのようなものですか？ 

 

Ａ１６．単一業種の既存工場が昭和４９年６月２９日以降に生産施設の面積の変更（減少する場合を除 

く）を行う場合は、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積は次の式を満たさなければなりま 

せん。 
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Ｑ１７．既存工場（複数業種）に適用される準則はどのようなものですか？ 

 

Ａ１７．複数業種の既存工場が昭和４９年６月２９日以降に生産施設の面積の変更（減少する場合を除 

く）を行う場合は、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積は次の式を満たさなければなりま 

せん。 
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７．団地特例について 

 

Ｑ１８．団地特例とは何ですか？ 

 

Ａ１８．工業団地の造成段階で既に環境施設が設置されていることから、事業者が敷地内に設置する 

生産施設や環境施設の面積率が緩和される特例のことをいいます。 

この特例を適用できる工業団地のことを「特例団地」といい、太宰府市においては該当する 

団地はありません。（平成３１年１月現在） 

 

 

８．その他 

 

Ｑ１９．氏名（名称、住所）変更届出と、承継届出とはどういうものですか？ 

 

Ａ１９．氏名変更届出は、届出をした事業者が名称（個人経営の場合は個人名、法人の場合は商号） 

または住所を変更した場合に届け出るものです。法人の場合、代表者個人の変更は届出をする 

必要はありません。 

承継届出は、届出をした事業者から当該工場を譲り受けた方が、その地位を承継するとともに 

その旨を届け出るものです。特定工場を譲り受け、合併後存在する法人又は合併により設立し

た法人などが該当します。 

いずれの届出も、事実発生後速やかに届け出てください。 

 

 

Ｑ２０．違反した場合の罰則等はあるのですか？ 

 

Ａ２０．あります。 

準則不適合に対する市長の勧告や変更命令のほか、命令違反や無届け、虚偽の届出に対して 

懲役や罰金に処せられることがあります。 

 

 

Ｑ２１．数年前に行われた生産施設面積率の改正はどのような内容ですか？ 

 

Ａ２１．平成２４年６月１日改正により、太陽光発電施設を工場立地法における届出対象施設から除外 

することとなりました。 

これまでは自家発電用の太陽光発電施設のみ工場立地法における環境施設に位置づけられて 

いましたが、売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置づけられることとなりました。 
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第５章 参考資料 

 

１．業種別生産施設面積率一覧表 

 

業種の区別 
生産施設 

面積率 

第１種 

・化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 

・石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 
３０％ 

第２種 ・伸鉄業 ４０％ 

第３種 

・窯業・土石製品製造業（板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、 

ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く） 
４５％ 

第４種 

・鋼管製造業及び 

電気供給業 

５０％ 

第５種 

・でんぷん製造業 

・冷間ロール成型形鋼製造業 

５５％ 

第６種 

・石油製品・石炭製品製造業（石油精製業、潤滑油・グリース製造業 

（石油精製業によらないもの）及びコークス製造業を除く） 

及び高炉による製鉄業 

６０％ 

第７種 

・その他の製造業 

・ガス供給業及び熱供給業 
６５％ 

 

※生産施設面積率：敷地面積に対する生産施設の面積の割合 
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２．業種別既存生産施設用敷地計算係数一覧表 

業種の区別 
既存生産施設用  

敷地計算係数  

１ 
・他の項に掲げる製造業以外の製造業 

・熱供給業 
１．２ 

２ ・化学調味料製造業 

・砂糖製造業 

・酒類製造業（清酒製造業を除く） 

・動植物油脂製造業 

・でんぷん製造業 

・製材業・木製品製造業 

・造作材・合板・建築用組立材料製造業 

・パルプ製造業 

・紙製造業 

・加工紙製造業 

・化学工業（ソーダ工業、塩製造業、有機化学工業製品製造業（合成染料製造業、有
機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業及び半合成樹脂製造業を除く）、ゼラチン・接着
剤製造業及び医薬品製造業（医薬品原薬製造業を除く）を除く） 

・石油製品・石炭製品製造業（コークス製造業を除く） 

・タイヤ・チューブ製造業 

・窯業・土石製品製造業（板ガラス製造業、セメント製造業、陶磁器・同関連製品製
造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く） 

・高炉によらない製鉄業 

・製鋼・製鋼圧延業 

・熱間圧延業 

・冷間圧延業 

・冷間ロール成型形鋼製造業 

・鋼管製造業 

・伸鉄業 

・鉄素形材製造業（可鍛鋳鉄製造業を除く） 

・非鉄金属第二次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む） 

・非鉄金属・同合金圧延業 

・非鉄金属鋳物製造業 

・鉄骨製造業 

・建設用金属製品製造業 

・蓄電池製造業 

・自動車製造業 

・自動車車体・附随車製造業 

・鉄道車両製造業 

・船舶製造・修理業（長さ２５０ｍ以上の船台又はドッグを有するものに限る） 

・航空機製造業 

・航空機用原動機製造業 

・産業用運搬車両製造業 

・武器製造業 

・電気供給業 

・ガス供給業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．３ 

３ ・有機化学工業製品製造業（合成染料製造業、有機顔料製造業、熱硬化性樹脂製造業
及び半合成樹脂製造業を除く） 

・コークス製造業 

・板ガラス製造業 

・生産用機械器具製造業（機械工具製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、
非金属用金型・同部分品・附属品製造業及びロボット製造業を除く） 

・はん用機械器具製造業（動力伝動装置製造業、消火器具・消火装置製造業、弁・同
附属品製造業、パイプ加工・パイプ附属品加工業、玉軸受・ころ軸受製造業、ピス
トンリング製造業及び各種機械・同部分品製造修理業（注文製造・修理）を除く） 

・発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業（配線器具・配線附属品製造業を除く） 
・産業用電気機械器具製造業 

・舶用機関製造業 

 

 

 

 

１．４ 

４ ・ソーダ工業 

・セメント製造業 

・高炉による製鉄業 

・非鉄金属第一次製錬・精製業 

１．５ 


